
１．はじめに

近年，公共事業の効率化，説明責任，透明性，公開制が世論の大きな関心事となっている。１９９６年１２月

に行政改革委員会が提出した「行政関与のあり方に関する基準」において，公共事業の効率性を評価する

手法である費用便益分析の義務づけが提言された。これを受けて，１９９７年１２月５日に，国が行うすべての

新規事業について費用対効果分析を行わねばならないという総理大臣の指示が出された。以後，公共事業

関係省では，各種の公共事業に関して費用便益分析を中心とする費用対効果分析マニュアルが整備される

ようになった［１］。そして，１９９８年度には，日本行政上初めて著しく遅れている公共事業に関して，第３者

による再評価も開始された。また，１９９９年度の新規採択事業に適用され，その結果の公表もなされてい

る。さらに，１９９９年１月には，省庁の再編を進める中央省庁等改革推進本部が「中央省庁等改革に係わる

大綱」を策定し，省庁再編後に新政府が事前評価，再評価および事後評価からなる政策評価を行うことを

発表し，２００１年より実行されることとなった。

一方，都道府県と政令都市でも注目すべき取り組みが行われている。すなわち，１９９８年より，上述の国

の再評価に連動して，公共事業に関する再評価が全国一斉に行われている。また，事前評価では，筆者の

知る限りでは，三重県，宮城県，岩手県などの試みが注目に値する。さらに，最近では，環境，緑地，に

ぎわい，避難港，耐震バースなどの便益評価法を提案している港湾事業マニュアル［１］，［２］，計測が困難な項

目の便益評価手法と公平性の明示的な導入を提案している道路事業マニュアル第２編［４］も注目に値する。

２．事前評価

事前評価の仕組みとそのマニュアルの現状を概観してみる。このため，農水省と国土交通省の費用対効
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果分析マニュアルを横並びにしてみる［１］と以下のようなことがわかる。

第１に，ここにいう費用対効果分析マニュアルは，事業の資源配分に関する効率性を示す費用便益分析

を中心としている。そして，補足として，社会的にみて効率性あるいは公平性に寄与する効果に関して，

貨幣タームで計測すること，あるいは，客観的な指標で計測することが困難な場合には，費用有効度分析

を行うことを要請している。このため，マニュアルによっては，費用便益分析のみを記述しているものも

あれば，費用便益分析に加えて，財務分析，費用有効度分析の追加を要請しているマニュアルもある。さ

らに，公平性の判断資料として，地域経済効果やナショナルミニマムの達成の度合いを示す指標の提示を

要請しているものもある。以上のような，さまざまな指標を並べることを要請しているマニュアルと対比

できるのは，道路局マニュアル第２編である［４］。ここでは，過疎地域に対して一定程度の便益割り増し係

数という形で明示的に公平性を考慮した修正費用便益分析およびAHPに基づく多基準分析を用いた総合

評価を提案している。

第２に，これらマニュアルによる分析結果の主な使用目的は，個別案件事業を新規採択の候補とするか

否かを判定するという一種の絶対評価を行うことにあると考えて差し支えないものと思われる。この思わ

れるという意味は，少なくとも，国の作成したマニュアルに関しては，筆者が知る限り，分析結果を直接

同種事業の優先順位や異業種事業との比較に用いるという意図はみられないという意味である。したがっ

て，道路マニュアルのようにその使用目的を明示し，採択基準としては，費用便益比が１．５以上という採

択基準を示している場合もあれば［３］，このような明示はないが費用便益比１以下は原則として採用しない

と読みとれる場合もあれば，採択に当たって考慮の対象となる項目を記述しているのみであり，採択基準

そのものが曖昧なものもある。

第３に，国の採択基準は，たとえば，三重県の事前評価マニュアル（案）と決定的に異なる。三重県の

それは，すべての種類の公共事業に関して，同業種事業の相対比較のみならず異業種間の比較をも行うこ

とができ，その優先順位を明示できるようになっており，かつ，その結果を公表するとしている［５］。その

概要は以下のとおりである。

新規に提案されている事業については，原則として，いかなる業種の事業であれ，道路マニュアルで提

案している修正費用便益分析の結果である修正費用便益比の大きい順に優先度が高いと判定している。た

だし，山林，災害，交通，水質改善，公園，農水の６分野間の優先順位については，地域別の整備水準と

AHPによる住民アンケートに基づいて一定程度の優先度を決定している。

一方，宮城県の事前評価は，第３者による個別案件の絶対評価である［６］。すなわち，一定以上の投資を

必要とする大規模事業については，学識経験者から構成される委員会の外部評価を行い，その評価結果を

公表し，県民の意見を公募した後，各委員の採否の結果を再び知事に報告するという手続きをとってい

る。外部評価に際しては，必ずしも，費用便益分析が採用されているわけではない。目的，必要性，効

果，県が行う必然性，適地性，適時性，事業手法の適切性，費用負担の適正などの項目別にコメントをつ

ける形式としている。

現在の所，注目に値する県としては，筆者が知る限りにおいてではあるが，上記の三重県と宮城県に加

えて岩手県がある。岩手県は，今年度の新規採択事業についての分野別評点と採択事業のみならず不採択

事業を公表した［７］。岩手県の方式は，業種別に費用便益比が１以上であることを採択の必要条件とし，施

策，必要性，重要性，緊急性，効率性，熟度という項目に対して分野別の異なる配点を公表し，不採択事

業については項目別評点と総合評価値を公表している。しかし，各項目ごとの評点をいかなる方式で決定

したかが不明であり，また，採択事業については総合点のみが公表されており，個別項目別評点は公表さ
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れていない。

第４に，各省の事前評価にもとづく採択事業リストそのものは公表されるようになりつつあるが［８］，採

択リストにある事業の優先順位をつける評価の仕方については，国レベルでは，未だ，公表されていな

い。もちろん，道路局のように，優先順位の判定に際して考慮する評価項目の詳細を公表している場合も

あるが，三重県のような形では，明示化されていない。この点については，最近，上述のように岩手県が

その採択リストと共に，事業の優先順位を評価する仕組みを公表したことは注目に値する。

もっとも現行の国が公表している費用便益分析マニュアルは，社会的効率性に基づく順位付けに用いる

ことができる。すなわち，一定の予算制約下で純現在価値の総和が最大となるプロジェクトの組合せを選

択すればよい。実際には，この計算が複雑になるが，費用便益比の大きい順にプロジェクトを並べ予算制

約に応じたプロジェクトを選択するという近似手法を用いることができる。

しかし，社会的効率性のみを優先順位の基準とすることへの合意形成はなされていないと考えるべきで

あろう。少なくとも現在の意志決定は，効率性のみならず公平性をも考慮していると思われる。このと

き，その総合評価に基づくプロジェクトの優先順位を明示しているマニュアルは，国レベルでは，存在し

ていないということができる。

３．再評価

１９９８年より行われている再評価についての仕組みは以下のとおりである。

第１に，再評価の対象は，著しく遅れている国直轄事業，公団事業，補助事業および地方公共団体（都

道府県および政令指定都市）の単独事業である。

第２に，再評価は，事業担当者ではなく学識経験者を構成員とする再評価委員会が，事業の継続または

中止という個別案件に関する絶対評価を行い，担当部局の長は，その結果を尊重するということになって

いる。

第３に，評価は２段階で行われる。第１段階は，事務局より多数の対象事業の一覧が示され，委員会

は，この中から，詳細審査の対象とする事業を選出する。次の第２段階では，選出した事業について，事

業の概要，進捗状況，事業を取り巻く社会環境，費用対効果分析結果，代替案の検討，コスト削減策を記

載した資料にもとづく説明を受け，討議の後，結論を出すことになっている。ただし，最近は，すべての

事業を審査することになった。

再評価における費用便益分析には，基本的には，事前評価のマニュアルが使われており，その方針に間

違いはない。唯一の問題は，埋没費用の取り扱いである。事業が投資に値するものであったかどうかの検

討は，事前評価のマニュアルでよいが，今後，事業を継続すべきか否かの判定には，追加費用と追加便益

を比較すべきである。すでに投資されかつその事業が実行されない限り回収することができない費用は，

埋没費用であり，これは，費用便益分析という事前の意思決定に含めるべきでない。具体的には，土地は

事業を中止しても民間に払い下げれば再利用が可能であるので，埋没費用ではない。一方，施設の建設に

要した費用は，特別の理由がない限り，再利用が困難であり，回収が不可能であるので埋没費用と見なし

て差し支えない。

社会資本整備投資に関する評価システムの現状と課題

２５



４．便益評価

マニュアルで採用している便益評価法については以下のようにまとめることができる。詳しくは，文献

［１］p２１８に記載の個別マニュアルを参照されたい。

交通の利用者便益の計算は，１トリップあたりの交通費用および交通時間節約に交通量を乗じて便益を

計測している。また，道路では事故の便益も計測されている。鉄道では，混雑緩和便益も計測されてい

る。

治水をはじめとする防災事業は，期待被害節約で便益を計測している。ただし，防災事業では，交通事

故および大気汚染では計測対象としている人命と健康便益は計測していない。

土地改良事業は，農業の生産性の向上を便益として計算している。

住宅供給，下水道，騒音などのような生活環境価値は，住宅価格あるいは地価のヘドニック分析を採用

している。

公園，緑地，交流施設などの便益は，旅行費用法によって計測している。

海域の水質改善，交通の緊急時便益，歩道整備などは，CVM（contingent valuation method）を用い

ている。

河川維持用水便益，渇水対策，水質改善便益などは，その対策費用をそのまま便益としている場合もあ

る。

旧運輸省港湾局は，港湾緑地，広場，にぎわい，マリーナなどレクリエーション施設の利用者便益を旅

行費用法（TCM, travel cost method）で計測するマニュアルを提示している。一方，海面保全，水質・

底質浄化，放置艇除去などの便益評価をCVMで計測する試みを行っている。

採用している各種の便益原単位の値の精度は高いものではない。しかし，現在のこの分野の研究で達成

されている成果の限界であるということができる。また，最も計測結果の信頼度が高くなるような手法が

選択されている。２重計算などの間違いもない。

ただし，CVMは，その原単位とともに受益者の範囲の規定に恣意性が残る。できるだけ，この手法は

使用せずに，顕在化した行動から便益を計測することが望ましい。しかし，上記のような場合には，使用

せざるを得ないので，多くの事例を積み重ね，相互に比較することが望まれる。

また，対策費用をして便益とすることは，本末転倒であり，原単位の作成を急ぐ必要がある。

５．公平性を考慮した総合評価の試み

旧建設省道路局では，個別案件の採択基準に限定しているものの，現在のマニュアル（いわゆる第１編）

では計測対象となっていない項目の便益評価の試み（拡大費用便益分析），地域間公平性を地域修正係数

という形で明示化する試み（修正費用便益分析）および多基準分析による総合評価の試み（多基準分析）

を行っている。ここでは，道路局の意図が個別案件の採択基準に使用することに限定していることを承知

の上で，本方法論を同一業種の順位付けや異業種事業の比較に利用することができることを示すととも

に，その問題点を探ることとする。事実，三重県は，上述のように，道路局の提案している修正費用便益

分析を道路のみならず，すべての公共事業に適用して異業種事業の優先順位を決定する方式を提示してい

る。

会計検査研究 №２５（２００２．３）

２６



!１ 修正費用便益分析

現況道路評価マニュアルでの便益の大部分が時間節約便益であり，それは，時間価値×時間節約×交通

量なる公式で計算されることになる。このとき，交通量の少ない過疎地域では，時間節約のある道路で

あってもその便益が小さくなる。このため，過疎地域の便益に対しては，一定程度の割り増し係数を乗じ

て公平性を確保することを意図している。試算によると東京を１として最高２程度の割り増し係数となっ

ている［４］，［９］。

ここでは，過疎地域に対して何故公平性を考慮する必要があるのかという疑問が問題とな

る［１０］，［１１］，［１２］，［１３］，［１４］。公共事業では公平性を考慮する必要がないという意見の代表は，行革審である。即ち，

公平性に関しては，所得再分配，税制，福祉事業，健康保険などの政策によって地域別ではなく個人別に

総合的に行われており，公共事業で公平性を考慮することは効率が悪い対策であり，考慮しない方が望ま

しいとする考え方である。この意見に対する反論は，道路と防災事業は，上述のような公平性確保政策の

サービスでは代替することができず，人がその地域で生活するに最低限必要とする施設であるから公平性

を確保する必要があると主張する。したがって，なぜ，過疎地域という生産性の低い地域に住んでもらう

ために都市の住民の税金で負担せねばならないのかという論点に焦点が当たることになる。実際，人口移

動は，長期的には実質所得の高い方に移動する。しかし，その移動は世代にわたる現象である。したがっ

て，当面の世代の生活を最低限支える投資は必要と考えられる。この最低限という言葉を具体的数値で示

す必要があり，かつ，道路と防災施設がそれに相当し，かつ，受益者が少なくとも一定程度の規模を必要

とするという規模の経済性を考慮すると，筆者個人としては，割り増し係数が最大限２程度ではないかと

考えている。

!２ 多基準分析

道路マニュアル第２編では，現存のマニュアルでは計測されていない項目の評価を取り込み，かつ，地

域間公平性を意識した総合評価の試みとして，AHPを意思決定者の観点に適用した重み付けを試算して

いる［４］。この手法も，個別事業の採択基準として提案されているものである。重み付けの対象となる項目

は，効率性指標と公平性指標に大別することができる。前者は，交通時間および費用節約，歩行安全快適

性，事故，大気，騒音，温暖化ガス，生態，景観，防災，公共サービス，交流機会，道路空間利用，財政

支出削減からなり，後者は，産業振興と地域格差の２項目からなる。既存のマニュアル（第１編）で計測

対象としている項目の重みの合計は３５点であり，この重みを基準として，総合評価値による割り増し係数

を計算することを提案している。公平性基準指標の合計は１８点である。これは，割り増し係数にすると最

大１．５という係数をつけていることと等価である。効率性指標では上記３５点に対してその他の項目の合計

が４７点となっている。従来のマニュアルでの計測対象の便益に対して，最高で約２倍強の便益があるとの

認識をしていることになる。

６．課題

国および地方公共体の事前および再評価に関する現状を概観すると以下の示すような課題があることが

わかる。
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!１ 評価の目的

評価の目的を考えると，大きく，３つの場面を想定することが可能である。第１は，個別案件の実行の

是非，あるいは，採択リストに加えるか否かを判定することを目的とする場合である。第２の場合は，同

一業種の個別案件の相対比較を行う場合であり，第３の場合は，異業種の比較を行う場面である。この第

３の場合には，異事業の予算配分を決定することを意味し，ひいては，公共事業の予算規模を決定するた

めの評価をも含むことになる。

以上のような評価の目的の分類にしたがえば，事前評価および再評価に使用されている国の費用対効果

分析マニュアルは，基本的には，上記，第１の場面である個別案件の採択是非の判定に使用することを意

図している。これに対して，岩手県の事前評価マニュアルは，上記，第２の場面，すなわち，同一業種に

おけるプロジェクトの相対評価を行うことができることを意図している。上記第３の場面，すなわち，分

野間の予算配分の評価を行うことができるマニュアルは，現在までのところ，三重県の提案のみである。

!２ 費用便益分析

いずれの評価を行うにしても，その評価に当たっては，相互に整合的で，透明である必要がある。この

ような観点から，国の個別案件是非の判定に適用されている国のマニュアルには，改良すべき点が少なく

ない。まず，資源配分の効率性を判断するための手法である費用便益分析そのものの改良である。

第１に，需要予測あるいは直接の影響を受ける人口の予測，走行時，歩行時，待ち時間，レクリェー

ション時別の時間価値［１５］では，電車内の混雑緩和の便益評価を行っている），交通情報提供の価値，健康

の価値，大気，水質，静穏，温暖化ガス，生態系，森林，地域分断などの環境の価値，歩道，広場，除

雪，維持用水，渇水対策，災害時をはじめとする緊急時輸送の価値，国土森林保全サービスを可能にする

便益などの多くの分野に共通する計測手法と貨幣換算値の統一が重要である。

第２に，その計測に当たっては，できるだけ顕在化した行動から計測することが望ましいが，景観，生

態，緊急事対応などのようにCVMにたよらざるを得ない項目もある。このとき，個別にCVMを適用する

のではなく，道路局が採用しているAHP手法を参考にして［４］全ての効率性指標の相対的重み係数を整合的

に計測する方向を目指したい。

第３に，現在の費用便益分析マニュアルは，対象とする部門以外の経済部門では完全競争が成立してい

るとの仮定の下に，便益の発生源に着目したいわゆるショートカット理論に依拠している［１６］，［１７］。しかし，

他の経済部門における不完全競争，集積の利益不利益，価格規制，公益事業などの存在による便益または

不便益の計測には全く手が着けられていないのが現状である［１８］。

第４に，社会的割引率と耐用年数の設定と見直し，将来の予測値に含まれる不確実性の程度に応じた評

価法の確立も残された課題である。

第５に，他の分野の事業との組み合わせや関連規制との整合性を明示的に表現したマニュアルの整備を

行い，関連事業との整合性があり，効率的であるとの判定をできるような改良を目指すことが望ましい。

これも残されている課題である。

!３ 総合評価を求めて

第１に，現在までに作成された多くの国のマニュアルでは，費用便益分析以外にも費用有効度分析，地

域経済効果，シビルミニマムの達成度などを採択に当たって考慮すると記述しているが，どのように考慮

するのかが不明である。したがって，個別案件の採択基準としても明確でなく，同一業種事業の相対評価
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基準としても，さらに，異種業種間比較の基準としても不備な状況にある。

第２に，同一業種事業の相対評価をより明示する試みとしては，岩手県の試みがある。しかし，評点の

付け方は依然として不明であり，完成されたものではない。したがって，各部門で，過去の意思決定を材

料にして，その結果に最も適合する重み付け関数はいかなる形であるかという試行錯誤を行い，過去の予

算制約とともにその結果を公表することが求められている。その際には，効率性指標と公平性指標を明確

に峻別し，効率性基準に基づく順位付けと公平性をも考慮したときの順位付けが明快に判別できることを

念頭に置くべきであると考える。この点で，道路局の試みは，そのまま，順位付けに用いることができる

し，その修正の方向に対しても示唆に富んでいる。個人的な見解であるが，効率性指標は，AHPなどの

適用により多項目を対象とする間接的なCVMにより計測し，公平性指標についてはやはり割増し係数方

式が良さそうに思える。

第３に，上記第２点に示す同一部門内における相対比較の試みを追求するとともに，業種ごとにその重

み付けや関数系は異なることを考慮しながら，異種業種間の比較を行う基準の作成を追求する必要があ

る。この異業種間の相対比較を明示的に試みた唯一の試行は三重県である。上述のように，三重県方式

は，基本的には修正費用便益分析によって事業の優先順位を決定している。ただし，地域別分野別の優先

順位の修正をする方式を兼ね備えている。この三重県の試案は，わかりやすく，明示的である。しかし，

第１に，修正費用便益分析をすべての分野に適用することに問題がある。もともと，上述のように，公共

事業は，原則として効率性基準で評価すべきである。しかし，道路や防災のように所得再分配やサービス

では代替できない必需的な施設の過疎地域における必要性を考慮するために提案されたものである。第２

に，たとえば，生態系維持や水資源涵養などのように便益として算定する必要があるにもかかわらず，そ

の計測評価法が確立していないために計測されていない項目が存在する。そして，これらの計測対象とさ

れていない便益は，分野ごとに異なっており，現行の費用便益分析においては分野間で不整合が存在して

いることになる。このような不整合はどの程度であるかは，計測方法の開発を待たねばならない課題では

ある。しかし，現行の意思決定がどの程度の潜在的な要素を意識しているかを知ることができる。このた

めには，分野ごとの予算制約下で採択された最下位の事業に対して，効率性基準に基づく費用便益分析を

行い，その結果を比較することが必要と思われる。その結果，投資の効率性に著しい差違がある場合に

は，予算増減への重要な示唆を得ることができる。このような試行錯誤の結果を公表しつつ改善を行う以

外に道はないものと思う次第である。そして，公平性に関する基準は，さまざまな社会資本の所得代替性

に注目して，その代替性の低いもののみに適用し，そうでないものは効率性基準で判断するという方向が

望ましいのではないかと考える。
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